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（神奈川県担当課：健康医療局医療危機対策本部室） 
 

(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律と新型イン 

フルエンザ等対策特別措置法の権限と財源を見直し、都道府県が迅速に 

広域的な感染症対策を行えるよう、早急に法改正を行うこと。 

 
◆現状・課題 

◆実現による効果 

都道府県と保健所設置市が一体となって対策を推進することにより、迅速な対応が可能とな

る。
 

（神奈川県担当課：健康医療局医療危機対策本部室） 

 

 

 

 

 

◆現状・課題 

◆実現による効果 

感染の再拡大の回避やクラスターの早期の防止が可能となる。 

　国から、令和４年２月に、B.1.1.529系統（オミクロン株）の流行下においては、患者数

の５～10％程度のL452R変異株ＰＣＲ検査やゲノム解析を実施することが示されている。 

　本県のように、保健所設置市が多い都道府県については、このように変異株検査の実施

率を示された場合、検査費用の１／２が各地方自治体の負担となっていることから、各保

健所設置市の実施状況に影響され、実現が容易でない。変異株検査等の、国が方針を示し

た上で全国的に実施する事業に関しては、地方自治体の負担が生じないよう、新型コロナ

ウイルス感染症緊急包括支援交付金の対象事業に含めるなど、国において財源措置を講じ

てもらう必要がある。

　さらに、医療機関における検査に係る診療報酬については、令和３年12月31日から引き 

下げられ、ＰＣＲ検査については、令和４年４月１日に激変緩和のための経過措置としての 

引下げが行われた後、７月１日にも更なる引下げが行われる予定であり、検査するほど医療 

機関の負担が増えることから、発熱診療等医療機関を辞めたいとの声が寄せられるなど、検 

査機関の減少が懸念される事態となっている。 

新型コロナウイルス感染症対策において、検査の実施や自宅療養等については、感染症法に 

より保健所設置市に権限が付与されている一方、感染拡大防止措置については、特措法によ

り都道府県知事に権限が付与されている。 

　また、財源についても、飲食店等への時短要請に伴う協力金や、病床確保、自宅療養に係 

る費用については、地方創生臨時交付金や緊急包括支援交付金により一義的に都道府県に交 

付されているが、検査費用等は保健所設置市に直接措置されている。  

　このため、広域的な対応が必要なケースでは、調整に時間を要し、迅速な執行に支障が生 

じている。 

そこで、感染症対策における権限と財源を見直すことにより、広域的な事案に対し、都道

府県と保健所設置市が一体となって迅速に感染症対策を行えるよう、法改正を行う必要があ

る。  
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◆現状・課題 

 

 

 

◆実現による効果 

新型コロナウイルス感染症へ適切な対応を行いつつ、学校におけるＩＣＴ機器の整備を進め 

オンラインを活用した学習の実施環境を整えることで、生徒の安全・安心と学びの保障の両立 

を図ることができる。 

（神奈川県担当課：福祉子どもみらい局私学振興課、教育局高校教育課） 

 

 新型コロナウイルス感染症に対応するため、学校においてはオンラインを活用した学習の実 

施や消毒作業を引き続き実施しており、未だ感染症の収束が見込めない中、そうした取組の実 

施に向けた継続的な支援が求められる。 

　また、本県の県立高等学校においては、ＢＹＯＤによる１人１台端末の環境を実現してき

たが、多くの生徒が使用するスマートフォンは、画面の大きさなどの点で国の示す学習者用コ

ンピュータの標準仕様を満たしていない。コロナ禍の影響でＧＩＧＡスクール構想が大きく進

展したことや、令和４年度入学生から新学習指導要領が実施され、情報活用能力や問題発見・

解決能力等の学習の基盤となる資質・能力がより一層求められることも踏まえ、保護者負担を

基本として１人１台端末を導入することとした。

　今後、コロナ禍の状況にあっても、個別最適な学びと協働的な学びの充実に向けて、高校生 

の学びの環境の充実を図ることが重要であり、そのためにはＩＣＴを活用した授業の実践に向

けた機器及び無線ＬＡＮ環境の整備が必要である。 
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